
瀬戸市議会訓令第１号 

瀬戸市議会図書室管理規程（平成１９年瀬戸市議会訓令第１号）の一部

を次のように改正する。 

令和８年３月３１日 

瀬戸市議会議長 冨 田 宗 一 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（保管図書） （保管図書） 

第２条 図書室に収集保管する図書は、次のとお

りとする。ただし、当該図書が電磁的記録とし

て公開され、容易に取得できるときは、この限

りでない。 

第２条 図書室に収集保管する図書は、次のとお

りとする。 

⑴から⑹まで ＜省略＞ ⑴から⑹まで ＜省略＞ 

附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 


